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【事例】 

〇乳児を洗濯機の上に寝かせ、浴室のシャワーを出すためにその場を離れたところ、ドンと音が

した。保護者が振り返ると乳児はうつ伏せで床に落ちていた。洗濯機の上にタオルを敷き、頭

が洗濯機の奥になるように仰向けで寝かせていた。外傷性くも膜下出血により入院。  
                                  （当事者：１カ月）   
〇乳児を浴槽のフタの上に寝かせていた。保護者が髪を洗う際に目を離したところ、乳児が動き

落下した。頭頂骨骨折、急性硬膜外血腫により約１週間入院。      （当事者：４カ月） 
 

【アドバイス】 
〇入浴や沐浴の前後に、着替えや準備のために乳児 

を洗濯機の上に寝かせるケースがみられます。 

洗濯機から落下すると骨折や頭蓋内損傷など重篤 

なけがを負う危険性があります。乳児を洗濯機の 

上に寝かせることは絶対にやめましょう。 

〇入浴や沐浴中に、浴槽のフタの上に乳児を寝かせ 

 たり、ベビーバスにお湯を張った状態で乳児を入 

 れたまま浴槽のフタの上に置いたりするケースが 

みられます。フタがずれて落下し、外傷を負った 

り溺れたりする危険性があります。乳児を寝かせ 

る必要がある場合は、床などの安全な場所を選び 

ましょう。 
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弁護士による無料の多重債務相談を

行っています。（要予約） 
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腹痛や下痢、おう吐などの症状が急に出たことはありませんか。そんなときに疑われるものの

ひとつが「食中毒」です。食中毒は、飲食店などで食べる食事だけでなく、家庭での食事でも発

生しています。家庭における食中毒は、症状が軽かったり、家族のうち全員には症状が出なかっ

たりする場合もあるため、食中毒であると認識されないケースも少なくありません。 
細菌が原因となる食中毒は夏場（6月から8月）に多く発生しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【食中毒の原因菌は「つけない」「増やさない」「やっつける」】 
 

・つけない（清潔・洗浄） 

こまめな手洗いと、生食用・食事用の箸の使い分けを徹底しましょう。 
・増やさない（迅速・冷却） 

買ったらすぐ低温で保存しましょう。冷蔵庫を過信せず早めに食べきることが大事です。 
・やっつける（加熱・殺菌） 

中心部まで75℃で１分以上加熱することが大事です。器具は熱湯での殺菌や台所用殺菌剤も効

果的です。 
「厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」等を参照 

家庭でできる食中毒予防 
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【事例１】 

自宅にひとりで居た時、突然買取業者から訪問を受けた。集めていた切手帳を買い取ってもら

うことになり、代金約２万円を受け取った。その後、「貴金属はありませんか」と言われ、取りに

行って戻ると、1人だった買取業者が２人になっていた。 

大事にしていた金のネックレス数本とダイヤの指輪、イヤリングを見せていたが、ふと目を離

した隙に買取業者がいなくなっており、アクセサリーの入っていた箱はすべて空になっていた。

持ち去られたようだ。書面は何も渡されておらず、事業者名や電話番号もわからない。警察には

相談ずみだが、どうすればよいか。 

【事例２】 

 「何でも買い取る」と女性の声で電話があったので買取業者の来訪を承諾し、終活のため買い

取ってもらいたい未使用の贈答品や古着を用意して待っていた。 

その後、他県ナンバーの車で男性がやって来た。「何でもよい」と言っていたのに贈答品や古着

には目もくれず、「貴金属はないのか。タンスの中を調べてこい」と言われた。「貴金属はないと

いったはず」と伝えても引き下がらず、身につけていた母の形見の指輪を外せと迫ってきた。強

く言い返したら帰ったが、すごく恐ろしかった。今後が不安だが何かできることはあるか。 

 

【アドバイス】 

〇買取業者の飛び込み勧誘は法律で禁止されています。突然訪問してきた買取業者は決して家に 

入れないようにしましょう。 

〇買取業者は女性や若い男性を使い、優しい口調で電話をし、巧みな話術で親切心に訴えかけた 

り、話し相手になり信用させたりして訪問の承諾を得ようとしてきます。買い取ってもらうつ 

もりがなければ、話しを聞かずに断ることが大切です。 

〇犯罪に巻き込まれる危険があるため、ひとりでは対応しないようにしましょう。貴金属を買取 

業者に見せる際には絶対に目を離さないようにしましょう。 

〇勝手に家に上がられた、脅されるような言動を 

されたなど、身の危険を感じた場合や盗難被害 

にあったおそれがある場合は直ちに１１０番通報 

しましょう。 

〇訪問購入（買取）では、書面を受け取ってから８ 

日以内であればクーリング・オフができます。ま 

た、クーリング・オフ期間内は買取業者に対して 

物品の引き渡しを拒むことができます。 

 
 

 
大切な貴金属を持ち去られた!? 
  -強引な訪問購入に注意- 

「くらしの豆知識 2026」を参照  
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消費者問題に関する様々な被害を未然に防止するため、市内の自治会・高齢者クラブ・学 

校の授業やＰＴＡ等のみなさまに「出前消費者講座」を行っています。 

被害にあわないよう、その手口や対処方法を学びませんか！ 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

(講座テーマの例) 

・悪質商法、詐欺などの被害にあわないための日頃の心得や対処方法について 

・年齢階層（若者・高齢者など）別の消費者被害防止について 

 

＊ 第１・第２開催希望日の１か月程前から当センターと  

調整願います。 

＊ 申し込み状況によりご希望に添えないことがございま 

す。 

＊ 開催日時は、平日の午前１０時～午後４時 

＊ 時間は１時間程度で、ご要望に合わせたメニューを 

ご用意します。 

＊ 講師への謝礼・教材費等は無料です。 

＊ お申し込みの際は、右記事項をお知らせください。 

 
－お気軽にご相談ください－ 

消 費 生 活 相 談 窓 口  

 市 川 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 

市川市八幡１－１－１ 市役所第１庁舎３階 

相談日時 月曜日～金曜日（対面・電話相談） 

第２・４土曜日（電話相談） 

午前１０時～午後４時 

相談電話 ０４７－７１２－８６２９ 

※ 消費生活センターの休業日 

日曜日、祝休日、第１・３・５土曜日、１２月２９日から１月３日まで 

消費生活センター休業日のご相談は、 

  消費者庁 消費者ホットライン  

局番なし１８８番（いやや）にお電話ください。 

画像は消費者庁イラスト集より 

 

 

『出前消費者講座』のご案内 

 
 架空請求 

詐欺メール 
 

 定期購入 

トラブル 

 

屋根瓦修理の訪問販売

分電盤、給湯器・・ 

問い合わせ・申し込みは、市川市消費生活センターへ ☎０４７－７１２－８６３１ 

＊団体名・担当者名・連絡先 

＊第1・第 2開催希望日時 

＊開催場所 

＊希望する講座のテーマ及び内容 

＊受講者の人数・年齢層 
 
 
◎ 申込書は市公式Ｗｅｂサイトか
らダウンロードできます 


